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「 - 未成年者と親権者の利益相反- 」

未成年者を担保提供者として（根）抵当権設定登記をする場合に、未成年者とその親権者との間

で利益相反行為となる主な例は次のとおりです。

   ①. 未成年者が担保提供者で、親権者が債務者のときは利益相反行為になる。

  ②. 親権者が保証人または連帯保証人である他人の債務を担保するため、未成年者所有の

        不動産に同人の代理人として設定登記を申請する行為は、利益相反行為である。

利益相反行為に該当する場合は、親権者に代わって未成年者を代理する 『 特別代理人 』を

家庭裁判所に選任してもらい、特別代理人と親権者が契約を行うことになります。

【参考】

「利益相反行為にならない例」

  ・他人の債務について、未成年者と親権者とがともに担保提供者になること

・親権者が代表取締役となっている A 会社の債務を担保するために

                            未成年者が担保提供者となること
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借換を行うにあたり、登記簿を調査したところ、当該物件を親が未成年者の子に

贈与していたため、思いがけず特別代理人選任の手続が必要となったケースもあ

りました。

次回は同じ利益相反でも、違う手続を踏む、会社とその代表者との利益相反につ

いて、取り上げます。


